
民
権
派
新
聞
の
天
皇
巡
幸
観
に
つ
い
て

朴

晋
　
　
雨

｛57）　民権派新閲の天皇巡幸観について

一、
二
、

三
、

　
　
目
次

　
は
じ
め
に

二
つ
の
天
皇
巡
幸
観

巡
幸
批
判
の
展
開

「
聖
旨
」
へ
の
期
待
の
拡
大

　
お
わ
り
に

は
じ
め
に

　
自
由
民
権
運
動
が
全
国
的
な
広
が
り
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
る

一
八
八
○
年
を
前
後
し
て
、
明
治
政
府
は
前
後
四
回
に
わ
た
る

大
々
的
な
天
皇
巡
幸
を
行
っ
た
。
　
一
八
七
六
年
の
東
北
巡
幸
、

一
八
七
八
年
の
北
陸
・
東
海
道
巡
幸
、
一
八
八
○
年
の
中
央
道

巡
幸
、
そ
し
て
一
く
八
一
年
の
東
北
・
北
海
道
巡
幸
が
そ
れ
で
、

い
ず
れ
も
総
日
数
ニ
ケ
月
前
後
、
随
行
人
員
数
百
人
に
の
ぼ
る

大
行
列
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
由
民
権
運
動
の
高
揚
期
で
あ
る
一
八
八
○

年
を
前
後
し
て
天
皇
巡
幸
が
集
中
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
色
川
大
吉
氏
は
す
で
に
、
「
客
観
的
に
は
一
つ
の
政
治
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

競
合
に
な
る
」
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
遠
山
茂

樹
氏
も
天
皇
巡
幸
は
建
て
前
で
は
天
皇
が
親
し
く
民
の
疾
苦
を

問
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
実
は
巡
幸
を
通
じ
て
天
皇
の

「
至
仁
の
厚
き
」
を
知
ら
し
め
る
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
「
自
由
民

権
派
の
排
除
」
で
あ
っ
た
と
し
、
民
権
側
で
は
こ
う
し
た
天
皇

巡
幸
に
対
し
て
批
判
の
言
を
も
っ
て
迎
え
た
と
し
て
両
老
の
対
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＾
2
）

抗
関
係
を
強
調
し
た
。

　
勿
論
、
天
皇
巡
幸
が
行
な
わ
れ
た
時
期
は
、
自
由
民
権
運
動

と
明
治
政
府
と
の
対
立
が
も
っ
と
も
表
面
的
に
露
呈
さ
れ
た
時

で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
民
権
側
が
天
皇
巡
幸
を
批

判
的
に
迎
え
た
と
い
う
時
、
果
た
し
て
そ
れ
が
天
皇
に
対
す
る

批
判
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

特
に
、
民
権
を
主
張
す
る
論
理
の
な
か
に
天
皇
に
対
す
る
批
判

は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
民
権
側
で
は
有
司
専
制
を
排

除
し
た
う
え
で
、
君
民
共
治
の
立
憲
政
体
を
構
想
し
て
い
た
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
遠
山
氏
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ

　
　
（
3
）

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
従
来
の
指
摘
か
ら
み
れ
ぱ
、
民
権
側
が

天
皇
巡
幸
を
批
判
的
に
迎
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
天

皇
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
巡

幸
と
自
由
民
権
と
の
関
係
を
提
え
る
際
に
お
い
て
も
、
単
に
民

権
側
が
天
皇
巡
幸
を
批
判
的
に
迎
え
た
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
対

抗
関
係
に
注
目
す
る
よ
り
も
、
そ
の
批
判
の
論
点
は
い
か
な
る

も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
い
か
な
る
論
拠
に
よ
っ
て
持
ち
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
も
検
討
を
す
す
め
な
け

れ
ぱ
、
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
民
権
側
の
対
応
の
あ
り
方
も
正
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
天
皇
巡
幸

を
民
権
側
が
い
か
な
る
論
理
を
も
っ
て
捉
ら
え
て
い
た
か
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
て
、
大
新
聞
と
い
わ
れ
る
当
時
の
民
権
派
新
聞
の
天
皇
巡
幸

に
対
す
る
杜
説
を
中
心
と
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
勿
論
、
民

権
側
の
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
対
応
の
あ
り
方
を
民
権
派
新
聞
が

す
べ
て
代
弁
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
民

権
側
の
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
批
判
の
内
実
を
検
討
す
る
材
料
と

し
て
は
、
充
分
な
価
値
が
あ
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
つ
の
天
皇
巡
幸
観

　
一
八
七
二
年
の
西
国
へ
の
巡
幸
以
来
、
「
征
韓
」
論
争
、
佐
賀

の
乱
な
ど
の
相
つ
ぐ
対
内
外
的
な
政
局
の
混
乱
の
た
め
延
期
さ

れ
て
き
た
東
北
巡
幸
は
、
や
が
て
一
八
七
六
年
四
月
二
十
四
日

に
い
た
っ
て
布
告
さ
れ
、
五
月
六
日
に
は
同
年
の
六
月
二
日
を

も
っ
て
巡
幸
が
は
じ
ま
る
こ
と
が
正
式
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
民
権
派
の
各
新
聞
で
も
そ
れ
ぞ
れ
巡
幸
関
係
の
情

報
を
記
事
化
し
、
杜
説
を
掲
載
す
る
な
ど
、
広
く
世
論
の
関
心

312



（59）　民権派新聞の天皇巡幸観について

を
呼
ぴ
起
こ
し
た
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
民
権
派
新
聞
の
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
論
調

は
、
最
初
か
ら
批
判
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
民
権
派
新
聞

の
な
か
で
天
皇
巡
幸
に
対
し
て
は
じ
め
て
杜
説
を
出
し
た
の
は

『
郵
』
と
『
曙
』
で
あ
っ
た
が
、
ま
ず
『
郵
』
（
一
八
七
六
年
四

月
二
十
七
日
）
を
み
る
と
、
「
天
子
巡
幸
ノ
労
ヲ
親
ラ
シ
、
蒼
生

ヲ
撫
育
シ
テ
西
辺
北
阪
二
臨
玉
フ
、
我
解
同
胞
豊
聖
意
ヲ
奉
戴

シ
、
臣
民
ト
シ
テ
尽
ス
ベ
キ
義
務
ヲ
尽
シ
、
聖
意
二
対
セ
サ
ル

ヘ
ケ
ン
ヤ
」
と
し
て
、
民
衆
を
撫
育
す
る
た
め
自
ら
身
を
運
ん

で
巡
幸
す
る
天
皇
の
「
聖
意
」
に
報
ず
る
た
め
に
も
、
民
衆
は

「
義
務
」
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
天
皇
巡
幸
を
積
極

的
に
迎
え
る
立
場
を
示
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
義
務
」

を
尽
く
す
と
は
、
「
我
暦
は
去
ル
四
月
二
十
四
日
ヲ
以
テ
発
布

セ
ラ
レ
タ
ル
公
令
ヲ
見
テ
、
思
想
忽
チ
連
環
シ
テ
昨
年
四
月
十

四
日
の
聖
詔
二
及
ヒ
、
御
巡
幸
ノ
感
喜
ハ
直
チ
ニ
義
務
ノ
尽
ス

ヘ
キ
ア
ル
ヲ
想
起
シ
テ
、
終
二
聖
詔
ノ
本
意
ヲ
体
シ
テ
翼
賛
ス

ル
ハ
義
務
ヲ
尽
ス
ノ
第
一
歩
ナ
ル
ニ
論
及
セ
リ
」
と
あ
る
よ
う

に
、
一
八
七
五
年
の
漸
次
立
憲
政
体
設
立
の
詔
勅
の
「
聖
意
」

を
翼
賛
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
民
権
側
が
、
そ
の

主
張
の
根
拠
を
五
ケ
条
誓
文
と
漸
次
立
憲
政
体
設
立
の
詔
書
の

な
か
に
求
め
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
天
皇
巡
幸
も
そ
の
延
長
線
上
で
実
行
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉

え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、
同
日
の
『
曙
』
の
杜
説
で
は
、
明
治
維
新
以
来
の
二

回
の
行
幸
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
東
京
へ
の
遷
都
、
そ
し
て
一

八
七
二
年
の
西
国
巡
幸
に
続
く
今
回
の
巡
幸
は
「
開
国
以
来
ノ

盛
事
」
で
あ
る
と
称
賛
し
た
う
え
で
、
「
漸
々
開
明
ノ
進
路
二
方

向
ヲ
注
カ
シ
ム
ル
ノ
方
略
二
御
注
意
ア
ラ
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ハ
必
然

ノ
理
ニ
シ
テ
、
奥
羽
人
民
カ
今
度
ノ
御
巡
幸
ヲ
以
テ
許
多
ノ
幸

福
ヲ
占
有
ス
ヘ
キ
ハ
申
ス
ニ
及
ハ
ス
、
我
カ
日
本
全
土
ノ
開
明

上
二
於
テ
モ
必
ラ
ス
頗
ル
稗
益
ス
ル
ト
コ
ロ
ア
ル
ヘ
キ
也
」
と

し
て
、
「
部
野
蒙
味
ナ
ル
」
東
北
に
天
皇
が
親
し
く
巡
幸
す
る
こ

と
は
、
日
本
全
国
に
「
開
化
」
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
し

て
捉
え
、
「
更
二
北
海
道
迄
モ
御
巡
行
ア
ラ
セ
ラ
レ
ナ
ハ
、
実
二

一
層
ノ
盛
事
一
層
ノ
偉
挙
卜
称
シ
奉
ル
ベ
キ
也
」
と
、
そ
れ
を

積
極
的
に
迎
え
る
論
調
を
示
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
民
権
派
新
聞
の
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
最
初
の

二
つ
の
杜
説
は
、
前
者
が
天
皇
巡
幸
を
五
ケ
条
誓
文
と
漸
次
立
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憲
政
体
設
立
に
お
い
て
の
「
聖
旨
」
の
延
長
と
し
て
、
そ
し
て

後
老
が
天
皇
巡
幸
に
よ
っ
て
日
本
全
国
に
「
開
化
」
の
効
果
を

も
た
ら
す
こ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
期
待
を
か
け
て
積
極
的
に
迎
え

た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
後

に
展
開
さ
れ
る
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
批
判
の
あ
り
方
を
理
解
す

る
に
お
い
て
も
殊
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
天
皇
巡
幸
の
実
施
に
と
も
な
っ
て
様
々
な
弊
害
が
露

呈
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
展
開
さ
れ
る
段
階
に
お
い
て

も
、
こ
う
し
た
「
聖
旨
」
と
「
開
化
」
の
論
理
に
基
づ
く
天
皇

巡
幸
観
に
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
「
聖
旨
」
の
論
理
が
民
権
派
新
聞
の
天
皇

巡
幸
に
対
す
る
批
判
の
あ
り
方
を
い
か
に
規
定
し
て
い
る
か
に

つ
い
て
、
一
八
七
六
年
に
開
か
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
地
方
官
会

議
が
東
北
巡
幸
に
よ
っ
て
見
合
わ
せ
に
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る

民
権
派
新
聞
の
論
調
の
な
か
か
ら
み
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
「
一
喜
一
憂
ハ
並
ヒ
馳
セ
テ
相
駐
マ
ラ
ズ
」
と
は
じ
ま

る
『
朝
』
（
五
月
二
十
六
日
）
の
杜
説
で
は
、
天
皇
巡
幸
を
欽
慕

す
る
こ
と
は
「
全
国
民
庶
一
般
の
実
情
」
で
あ
り
、
年
々
歳
々

全
国
各
地
を
巡
幸
し
て
天
皇
の
「
恩
沢
」
を
遍
く
施
す
こ
と
は

民
衆
に
と
っ
て
無
限
の
幸
福
で
あ
る
と
論
じ
な
が
ら
も
、
一
方

で
は
「
年
々
歳
々
ノ
御
巡
幸
ア
ラ
バ
、
地
方
官
会
議
ハ
年
々

歳
々
御
見
合
セ
ニ
テ
」
と
し
、
巡
幸
に
よ
っ
て
地
方
官
会
議
が

見
合
わ
せ
に
な
る
こ
と
は
、
「
天
下
国
家
ノ
為
メ
大
二
憂
ヘ
ザ

ル
ヲ
得
ザ
ル
」
と
し
て
疑
念
を
表
明
し
た
。
さ
ら
に
翌
日
の

『
横
』
（
五
月
二
十
七
日
）
で
も
、
「
吾
輩
ハ
此
御
巡
幸
ト
会
議
ト

ニ
於
テ
敢
テ
軽
重
ノ
看
ヲ
ナ
ス
能
ハ
ザ
レ
ト
モ
、
我
国
民
ガ
早

ク
英
国
人
民
ト
同
等
智
識
ノ
位
置
ヲ
占
メ
、
国
憲
整
々
撃
テ
砕

ケ
ズ
推
シ
テ
動
カ
ズ
、
全
邦
ノ
安
危
ハ
此
ノ
会
議
ノ
消
長
二
依

テ
ト
ス
ル
ニ
至
ル
ノ
日
ヲ
望
ミ
、
而
シ
テ
今
般
御
巡
幸
ノ
為
メ

ニ
会
議
御
開
キ
相
成
ラ
ザ
ル
御
布
令
ノ
事
二
至
テ
ハ
、
吾
輩
未

タ
容
易
二
之
。
ヲ
信
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
也
」
と
し
て
、
日
本
が
一
日

で
も
早
く
イ
ギ
リ
ス
と
同
等
の
民
権
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、

当
年
の
地
方
官
会
議
を
実
行
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
主
張
し
、

会
議
が
見
合
わ
せ
に
な
る
こ
と
に
対
し
て
不
満
の
態
度
を
み
せ

た
。　

し
か
し
、
民
権
派
新
聞
で
の
こ
う
し
た
地
方
官
会
議
の
見
合

わ
せ
に
対
す
る
疑
念
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
直
ち
に
巡
幸
そ
の
も

の
へ
の
批
判
と
結
ぴ
つ
け
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
む
し
ろ
、
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『
朝
』
が
「
鳴
呼
一
喜
一
憂
ハ
必
ズ
遁
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
通
理
ナ

　
　
　
　
＾
6
）

ル
歎
」
と
結
ぴ
、
ま
た
『
横
』
が
「
今
般
御
巡
幸
ノ
為
メ
ニ
会

議
御
開
キ
相
成
ラ
ザ
ル
御
布
令
ノ
事
二
至
ツ
テ
ハ
、
吾
輩
未
タ

容
易
二
之
レ
ヲ
信
ズ
ル
能
ハ
ザ
ル
也
」
と
い
っ
た
の
は
、
天
皇

巡
幸
へ
の
批
判
と
い
う
よ
り
、
地
方
官
会
議
と
天
皇
巡
幸
を
い

ず
れ
も
「
聖
旨
」
に
よ
る
も
の
し
て
受
け
止
め
て
い
た
た
め
、

一
方
で
は
地
方
官
会
議
の
開
催
を
求
め
な
が
ら
も
、
他
方
で
は

巡
幸
そ
の
も
の
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た

ジ
レ
ン
マ
の
現
れ
と
し
て
捉
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
批
判
的
な
論
調
が
「
聖

旨
」
へ
の
期
待
に
規
定
さ
れ
て
展
開
さ
れ
る
屈
折
し
た
表
現
は
、

天
皇
巡
幸
を
「
開
化
」
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
捉
え

る
論
調
の
揚
合
に
も
同
様
で
あ
っ
た
。
東
北
巡
幸
の
犬
行
列
が

東
京
を
出
発
し
た
翌
日
に
出
さ
れ
た
『
朝
』
（
六
月
三
日
）
の
杜

説
に
よ
る
と
、

　
　
吾
輩
蛮
二
謹
デ
此
回
奥
羽
御
巡
幸
ノ
成
績
ハ
果
シ
テ
如
何

　
ナ
ル
点
ニ
ア
ル
歎
ヲ
予
想
ス
ル
（
中
略
）
到
底
此
御
巡
幸
ヨ

　
リ
生
ジ
来
ル
利
益
ハ
、
此
御
巡
幸
二
付
テ
消
耗
ス
ル
費
額
ヲ

　
償
7
二
足
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
（
中
略
）
今
回
ノ
御
巡
幸
毫
モ
其

　
利
益
ナ
シ
上
言
フ
可
カ
ラ
ズ
。
何
ト
ナ
レ
バ
奥
羽
ノ
民
ハ
日

　
本
国
中
ノ
最
モ
蒙
昧
ナ
ル
民
ナ
リ
、
奥
羽
ノ
地
ハ
日
本
国
中

　
ノ
最
モ
荒
漠
ナ
ル
地
ナ
リ
。
如
此
民
ヲ
シ
テ
其
頑
愚
ノ
旧
夢

　
ヲ
喚
覚
シ
、
開
明
ノ
曙
光
ヲ
認
見
セ
シ
ム
ル
最
近
ノ
方
法
ハ
、

　
先
ヅ
形
ヲ
以
テ
示
ス
ニ
在
リ
、
然
ル
後
理
ヲ
以
テ
論
ズ
ベ
シ

　
（
中
略
）
是
レ
吾
輩
ガ
今
回
ノ
御
巡
幸
二
彼
ノ
高
尚
ナ
ル
理

　
論
ヲ
如
ヘ
テ
直
チ
ニ
之
ヲ
排
議
セ
ズ
、
却
テ
之
二
最
近
実
着

　
ノ
所
見
ヲ
下
シ
テ
之
ヲ
賛
成
ス
ル
所
以
ナ
リ
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず
前
の
部
分
だ
け
を
み
れ
ぱ
、
ま
さ
に

天
皇
巡
幸
を
正
面
か
ら
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
全
体
的
な
文
脈
か
ら
み
る
と
、
必

ず
し
も
巡
幸
批
判
を
ね
ら
っ
て
書
い
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

「
聖
旨
」
の
論
理
と
同
様
に
、
一
方
で
は
地
方
官
会
議
を
見
合
わ

せ
な
が
ら
多
大
な
費
用
を
費
や
し
て
実
行
す
る
巡
幸
に
対
し
て

批
判
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
巡
幸
に
よ
っ
て
「
開
花
」
の
効

果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
期
待
を
か
け
る
と
い
う
、
両
面
性
を
も

つ
論
理
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
六
月
九
日
の
『
郵
』
で
も
、
「
今
般
聖
上
ノ
陸
羽
御
巡
幸
二

付
、
幾
許
ノ
費
金
を
要
シ
、
何
等
ノ
利
択
ヲ
生
ス
ル
カ
ハ
、
吾
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人
ノ
宜
ク
観
察
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
一
要
題
ナ
リ
L
と
し
て
、

巡
幸
に
か
か
る
巨
額
の
費
用
が
い
か
に
使
わ
れ
る
べ
き
か
と
い

う
実
質
的
な
間
題
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
も
、
「
加
フ
ル
ニ
方

今
ノ
文
化
ヲ
被
ム
ル
能
ハ
ザ
ル
辺
民
モ
、
御
巡
幸
ノ
道
二
沿
フ

テ
現
ハ
レ
タ
ル
文
化
ノ
徴
候
二
親
接
ス
ル
ノ
機
会
ヲ
得
ル
コ
ト

ア
ラ
ハ
、
自
ラ
開
明
ノ
門
二
入
ル
ノ
刺
衝
ト
ナ
ル
ハ
必
然
ナ
リ
。

是
我
輩
ガ
御
巡
幸
ヨ
リ
生
ス
ベ
キ
利
択
ト
ス
ル
所
ナ
リ
」
と
し

て
、
巡
幸
を
通
じ
て
「
蒙
味
」
な
民
衆
が
「
文
化
ノ
徴
候
二
親

接
」
す
る
こ
と
は
、
巡
幸
が
も
た
ら
す
利
益
で
あ
る
と
い
う
認

識
を
示
し
た
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
巡
幸
に
よ
っ
て

「
開
化
」
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
一
応
評
価
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
民
権
の
実
現
に
よ
り
期
待
を
か
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

六
月
十
日
の
『
曙
』
の
杜
説
で
も
、
「
陛
下
ハ
已
二
立
憲
政
体
ヲ

確
定
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
期
望
シ
玉
フ
タ
リ
」
と
し
て
天
皇
の

「
聖
旨
」
に
つ
い
て
触
れ
た
上
で
、
「
今
年
ハ
会
議
ヲ
見
合
セ
テ

奥
州
二
御
巡
幸
遊
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
、
奥
州
ノ
未
開
ナ
ル
人
民
ノ

蒙
味
ナ
ル
、
之
ヲ
開
発
シ
之
ヲ
風
化
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
、
到
底

聖
詔
ノ
叡
旨
ヲ
達
ス
ル
能
ハ
サ
ル
カ
為
メ
ナ
リ
ト
見
傲
サ
㌧
ル

ヲ
得
ズ
、
然
ラ
サ
レ
ハ
、
何
ソ
此
ノ
御
巡
幸
ヲ
以
テ
全
国
人
民

ノ
権
利
ヲ
伸
張
ス
ル
地
方
官
会
議
ヲ
見
合
ハ
サ
ル
ヘ
キ
ノ
理
ア

ラ
ン
ヤ
L
と
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
天
皇
巡
幸
に
よ
っ
て

地
方
官
会
議
が
見
合
わ
せ
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
依
然
と
し

て
強
い
疑
念
を
表
明
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
天
皇
巡
幸
に
対
す

る
直
接
批
判
へ
と
展
開
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
「
開
化
」
の
論
理
を

も
っ
て
そ
の
疑
念
に
代
替
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
権
の
実
現

に
期
待
を
か
け
る
方
向
へ
と
転
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
民
権
派
新
聞
の
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
論

調
は
「
開
化
」
の
論
理
を
克
服
す
る
方
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
れ
を
評
価
す
る
方
向
へ
と
展
開
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
天
皇
が
東
北
巡
幸
か
ら
還
幸
し
た
翌
日
の
『
曙
』
（
七

月
二
十
二
日
）
の
杜
説
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、

地
方
官
会
議
が
見
合
せ
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
依
然
と
し
て

非
難
し
な
が
ら
も
、
「
帝
王
ト
人
民
ノ
間
、
其
ノ
相
隔
絶
ス
ル
コ

ト
東
洋
諸
国
ノ
如
ク
ナ
ラ
ス
、
故
二
帝
王
人
民
卜
相
接
ス
ル
コ

ト
益
々
密
ナ
レ
ハ
、
政
体
ノ
進
歩
モ
亦
タ
愈
々
著
ル
シ
ク
、
功

績
ヲ
現
ハ
ス
ヲ
知
ル
ヘ
シ
。
是
二
由
テ
観
ル
ト
キ
ハ
、
今
度
ノ

御
巡
幸
ハ
実
二
時
勢
ノ
進
歩
ヲ
促
カ
シ
、
立
憲
政
体
二
進
向
ス

ル
ノ
徴
効
ヲ
示
ス
ニ
足
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
言
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
と
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（63）　民権派新聞の天皇巡宰観について

あ
る
よ
う
に
、
巡
幸
に
よ
っ
て
天
皇
と
民
衆
が
直
接
出
会
っ
た

こ
と
を
、
民
権
の
笑
現
に
お
い
て
も
わ
ず
か
な
が
ら
効
果
が
あ

る
も
の
と
し
て
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
天
皇
と
民

衆
の
単
な
る
出
会
い
で
は
な
く
、
「
之
ヲ
尊
敬
シ
奉
ル
ハ
好
ケ

レ
ト
モ
人
類
ノ
看
ヲ
為
サ
㌧
ル
ニ
至
テ
ハ
恐
レ
多
キ
次
第
ナ
リ

ト
言
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
を
神
聖
視
す
る

「
魎
習
」
か
ら
民
衆
が
目
覚
め
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で

　
　
地
方
官
会
議
ハ
御
見
合
セ
ニ
相
成
ル
ト
モ
、
今
度
ノ
御
巡

　
幸
ハ
転
タ
上
下
ノ
親
接
ヲ
示
二
足
ル
モ
ノ
ア
リ
テ
、
聖
上
モ

　
決
シ
テ
人
民
ヲ
奴
隷
視
シ
玉
フ
ニ
非
サ
ル
ノ
徴
ヲ
現
シ
、
人

　
民
モ
亦
タ
生
神
様
ト
認
ム
ル
カ
如
キ
ノ
魎
見
ヲ
破
ル
ニ
足
ラ

　
ハ
、
是
レ
立
憲
政
体
ヲ
確
定
ス
ル
ノ
実
因
ト
ナ
ル
老
二
於
テ
、

　
豊
其
ノ
影
響
ヲ
及
ホ
ス
コ
ト
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
。

と
し
て
、
天
皇
と
民
衆
の
直
接
の
出
会
い
は
、
民
衆
の
天
皇
に

　
　
　
　
　
　
（
7
）

対
す
る
生
き
神
信
仰
か
ら
目
覚
め
る
効
果
を
も
た
ら
す
と
同
時

に
、
立
憲
政
体
の
民
権
実
現
に
も
捷
径
に
な
る
と
い
う
認
識
に

基
づ
い
て
、
天
皇
巡
幸
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
地
方
官
会
議
の
見
合
わ
せ
に
対
す
る
疑
念
が

天
皇
巡
幸
に
対
す
る
直
接
批
判
へ
と
発
展
せ
ず
、
む
し
ろ
巡
幸

に
よ
っ
て
「
開
化
」
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
期
待
を
か
け

る
方
向
へ
と
転
化
し
た
の
は
、
天
皇
巡
幸
を
「
聖
旨
」
の
延
長

と
し
て
捉
え
る
論
理
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
と
い
え
る
。
民
権

派
新
聞
が
天
皇
巡
幸
を
「
開
化
」
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と

し
．
て
捉
え
た
の
は
、
「
蒙
味
」
な
民
衆
が
天
皇
巡
幸
を
通
じ
て
天

皇
と
「
親
接
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
君
主
を
神
聖
視
す
る
旧
習

か
ら
目
覚
め
、
そ
こ
で
民
権
の
伸
張
も
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
民
権
派
新
聞
の
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
期
待
は
、
天

皇
巡
幸
の
実
施
に
と
も
な
っ
て
、
沿
道
各
地
で
様
々
な
弊
害
が

露
呈
さ
れ
る
段
階
で
巡
幸
批
判
へ
と
転
回
す
る
よ
う
に
な
る
。

次
に
は
、
こ
う
し
た
「
聖
旨
」
と
「
開
化
」
の
論
理
に
基
づ
い

た
巡
幸
批
判
が
い
か
に
展
開
さ
れ
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
以
後

の
三
回
の
巡
幸
に
即
し
て
み
て
み
よ
う
。

＝
　
巡
幸
批
判
の
展
開

　
一
八
七
八
年
の
北
陸
・
東
海
道
巡
幸
に
対
す
る
民
権
派
新
聞

の
論
調
は
、
東
北
巡
幸
の
時
に
比
べ
て
批
判
の
論
点
を
よ
り
は
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っ
き
り
と
展
開
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
最
初
に
か
け
た
巡
幸
へ

の
期
待
と
、
現
笑
と
し
て
の
巡
幸
実
体
が
掛
け
離
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
く
る
批
判
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
ま
ず
注
目

さ
れ
る
の
は
、
以
前
に
お
い
て
の
、
天
皇
巡
幸
を
「
開
化
」
の

効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
捉
ら
え
る
論
点
に
変
化
が
見
ら

れ
る
点
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
北
陸
・
東
海
道
巡
幸
が
正
式
に
発
表
さ
れ
る
以
前

に
出
さ
れ
た
『
朝
』
（
一
八
七
八
年
五
月
十
日
）
の
杜
説
を
み
る

と
、
「
夫
ノ
五
載
巡
狩
ノ
コ
ト
ハ
、
之
ヲ
唐
虞
ノ
時
二
行
フ
可
ク

シ
テ
、
之
ヲ
後
世
二
施
ス
可
ラ
ズ
。
特
二
巡
幸
ノ
コ
ト
タ
ル
、

君
主
ノ
慈
恵
ヲ
以
テ
人
民
ヲ
休
助
ス
ル
時
二
於
テ
ハ
、
誠
二
薯

シ
キ
幸
福
ヲ
其
ノ
州
郡
二
及
ボ
ス
可
シ
ト
離
モ
、
立
憲
政
体
ヲ

成
立
ス
ル
邦
国
ノ
如
キ
ハ
、
已
二
法
律
ヲ
以
テ
上
下
ノ
約
束
ヲ

為
シ
、
君
主
ノ
慈
恵
心
二
因
ツ
テ
救
助
賑
位
ヲ
施
行
ス
可
ラ

ザ
」
る
と
し
て
、
天
皇
巡
幸
の
無
用
を
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
法
律
制
度
を
定
め
、
立
憲
国
家
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
現

段
階
で
は
、
む
か
し
の
よ
う
に
「
天
子
ノ
慈
恵
心
」
を
も
っ
て

民
衆
を
撫
育
す
る
よ
う
な
こ
と
は
必
要
が
な
い
と
論
じ
て
巡
幸

に
よ
る
治
民
の
効
果
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
巡
幸
を
「
開
化
」

の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
捉
ら
え
た
か
つ
て
の
論
点
が

逆
転
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
勿
論
、
こ
う
し

た
巡
幸
無
用
の
主
張
の
背
景
に
は
、
巡
幸
よ
り
も
民
権
の
実
現

を
よ
り
優
先
す
る
考
え
が
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
一
方
で
は
民

権
派
新
聞
の
「
開
化
」
の
効
果
に
対
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と

も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
八
八
○
年
の
巡
幸
に
際
し
て

の
『
横
』
（
四
月
四
日
）
の
杜
説
は
、
こ
う
し
た
認
識
を
よ
り
具

体
的
に
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
君
主
の
巡
幸
に
は

そ
れ
を
必
要
と
す
る
時
期
と
必
要
と
し
な
い
時
期
が
あ
る
と
前

提
し
た
上
で
、
「
何
ヲ
カ
巡
行
ヲ
要
ス
ル
ノ
時
ト
云
フ
。
日
ク
、

文
物
未
ダ
開
ケ
ズ
、
藩
弊
未
ダ
去
ラ
ザ
ル
時
是
ナ
リ
。
何
ヲ
カ

巡
行
ヲ
要
セ
ザ
ル
時
ト
云
フ
。
日
ク
、
明
治
近
年
ノ
如
キ
是
ナ

リ
」
と
し
て
、
「
地
方
ノ
人
民
開
明
ノ
雨
露
二
浴
シ
、
郡
県
ノ
制

四
方
二
液
拾
シ
、
通
信
ノ
便
皇
威
ノ
流
通
ヲ
賛
ケ
、
今
朝
二
出

デ
、
暮
二
全
国
二
逢
シ
、
全
国
ノ
人
民
只
天
子
ア
ル
コ
ト
ヲ
知

ツ
テ
、
其
他
二
敬
畏
ス
ベ
キ
者
ア
ル
ヲ
知
」
ら
ざ
る
今
日
に
お

い
て
は
、
天
皇
巡
幸
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
民
権
派
新
聞
の
「
開
化
」
の
効
果
に
対
す
る
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（65〕　民権派新聞の天皇巡幸観について

認
識
に
基
づ
く
巡
幸
批
判
、
あ
る
い
は
巡
幸
無
用
論
は
、
そ
れ

が
天
皇
に
対
す
る
直
接
批
判
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し

て
も
、
全
体
か
ら
み
れ
ぱ
極
く
少
な
い
例
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
他
の
杜
説
に
お
い
て
も
、
一
八
七

六
年
の
東
北
巡
幸
の
時
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
天
皇
巡
幸
に
よ

る
「
開
化
」
の
効
果
に
期
待
を
か
け
る
と
い
う
論
調
は
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
代
り
に
、
巡
幸
の
実
体
が
様
々
な
矛
盾

を
露
呈
す
る
に
つ
れ
て
、
巡
幸
に
対
す
る
批
判
が
東
北
巡
幸
の

時
に
比
べ
て
一
段
と
厳
し
く
な
る
と
共
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
天

皇
の
「
聖
旨
」
を
根
拠
と
し
て
巡
幸
批
判
を
行
な
っ
て
い
た
。

　
次
の
『
曙
』
（
一
八
七
八
年
八
月
九
日
）
の
論
調
は
、
巡
幸
に

際
し
て
沿
道
各
地
に
達
せ
ら
れ
た
地
方
官
心
得
書
の
内
容
を
批

判
し
た
も
の
と
し
て
、
「
聖
旨
」
に
対
す
る
期
待
を
背
景
と
し
な

が
ら
、
よ
り
厳
し
い
巡
幸
批
判
を
展
開
し
て
い
る
点
で
注
目
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
「
此
二
九
条
ニ
ヨ
レ
ハ
、
天
覧
二
供
セ
ラ
ル
ベ

キ
事
目
ハ
徳
行
ノ
事
、
警
察
ノ
事
、
勧
業
ノ
事
、
牧
畜
、
墾
田
、

物
産
、
地
図
、
及
一
覧
表
ノ
数
項
二
過
ズ
、
地
方
事
情
二
関
ス

ル
最
重
且
大
ナ
ル
事
目
ヲ
遺
シ
テ
挙
ザ
ル
ユ
ェ
ン
ノ
者
ハ
何
ゾ

ヤ
」
と
し
て
「
親
シ
ク
地
方
民
情
ヲ
洞
察
」
す
る
天
皇
巡
幸
が

見
せ
か
け
に
過
ぎ
な
い
建
て
前
で
あ
る
と
批
判
し
、
「
地
方
暴

動
水
干
盗
賊
ノ
患
」
こ
そ
天
皇
巡
幸
を
通
じ
て
み
る
べ
き
も
の

で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
暴
動
ノ
事
タ

ル
、
其
形
跡
ハ
則
憎
ム
ベ
シ
ト
難
モ
、
真
理
ヲ
其
中
二
含
蓄
ス

ル
ヤ
亦
深
実
。
政
令
ノ
影
響
ヲ
照
映
シ
、
人
ヲ
シ
テ
璽
戒
セ
シ

ム
ル
者
ハ
地
方
良
民
ノ
暴
動
二
非
ス
シ
テ
何
ゾ
ヤ
、
故
二
日
地

方
暴
動
ハ
其
事
情
中
ノ
最
重
且
大
ナ
ル
老
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

民
衆
の
「
暴
動
」
の
な
か
に
真
の
民
意
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
と

認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
『
曙
』
は
、
一
八
七

六
年
に
三
重
県
か
ら
発
生
し
て
愛
知
、
岐
阜
へ
と
波
及
し
た
地

租
改
正
反
対
一
撰
を
例
に
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

巡
幸
の
展
開
に
伴
っ
て
、
そ
の
実
体
が
ま
す
ま
す
彼
ら
の
期
待

と
掛
け
離
れ
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
っ
た
と
い
え

る
。
先
の
『
朝
』
（
一
八
七
八
年
五
月
十
日
）
が
、
立
憲
国
家
の

君
主
の
巡
幸
は
「
蓋
シ
私
費
ヲ
以
テ
シ
テ
公
費
ヲ
以
テ
セ
ズ
、

私
事
ヲ
以
テ
シ
テ
公
事
ヲ
以
テ
セ
ザ
ル
也
」
と
主
張
し
た
の
も
、

漸
次
立
憲
政
体
設
立
の
公
約
の
延
長
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
巡

幸
が
、
実
際
に
お
い
て
は
外
見
上
の
虚
飾
を
飾
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
民
衆
に
か
な
り
の
負
担
を
か
け
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
批
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判
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
政
府
、
特
に
天
皇
巡
幸
の
実

質
的
な
立
案
老
で
あ
っ
た
大
久
保
利
通
が
、
北
陸
巡
幸
を
計
画

す
る
に
あ
た
っ
て
前
回
の
地
方
官
心
得
書
を
よ
り
綴
密
な
と
こ

ろ
ま
で
整
備
し
て
、
「
決
シ
テ
人
民
ノ
難
儀
不
相
成
様
」
に
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

た
「
総
テ
虚
飾
二
流
レ
」
な
い
よ
う
に
注
意
さ
せ
た
の
も
、
巡

幸
実
態
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
る
こ
と
を
憂
慮
し
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
北
陸
巡
幸
に
際
し
て
も
、
依
然
と
し
て
外
見
上
の

虚
飾
を
飾
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
衆
に
負
担
が
か
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
特
に
地
方
官
心
得
書
が
、
「
御
巡
幸
ノ
義
ハ
親
シ

ク
地
方
民
情
ヲ
可
被
知
食
御
趣
意
二
付
、
百
般
ノ
事
務
形
容
虚

飾
二
亙
リ
、
一
体
ノ
聖
意
二
不
乖
戻
様
厚
ク
致
注
意
、
人
民
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

因
苦
迷
惑
二
不
相
成
様
取
計
候
儀
、
肝
要
二
候
事
」
と
い
う
趣

旨
を
冒
頭
に
掲
げ
て
い
る
限
り
、
民
権
派
新
聞
で
は
よ
り
徹
底

し
て
、
こ
の
「
聖
旨
」
を
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
批
判
の
根
拠
に

し
た
。
先
の
『
曙
』
が
、
「
地
方
官
ニ
シ
テ
若
シ
其
旨
趣
ヲ
誤
リ

徒
二
外
貌
ノ
整
美
ヲ
其
ノ
治
績
二
誇
ラ
ン
ト
ス
ル
ガ
如
キ
ア
レ

バ
、
菅
二
人
民
ノ
疾
苦
ヲ
致
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
ノ
御
巡
幸
ノ

趣
旨
二
背
ク
モ
亦
大
ナ
リ
ト
言
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
」
と
い
っ
た
の

も
、
こ
う
し
た
地
方
官
心
得
書
に
示
さ
れ
た
天
皇
の
「
聖
旨
」

を
根
拠
と
し
て
、
地
方
官
が
県
治
の
実
績
を
見
せ
掛
け
る
た
め

外
見
上
の
虚
飾
を
施
す
こ
と
に
対
す
る
批
判
に
ほ
か
な
ら
な
か

　
　
　
　
（
u
）

っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
聖
旨
」
に
基
づ
く
巡
幸
批
判
は
、
単

に
地
方
官
に
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
有
志
ら
の
中
間
層
に
も
む

け
ら
れ
て
い
た
。
『
朝
』
（
一
八
七
八
年
九
月
十
四
日
）
が
巡
幸

に
際
し
て
各
地
で
外
見
上
の
虚
飾
を
施
す
こ
と
を
「
珍
奇
ノ
挙

動
」
と
難
詰
し
、
「
必
ズ
ニ
三
ノ
好
事
家
ガ
浮
華
ノ
念
頭
二
生

ジ
、
或
ハ
学
校
ノ
教
員
等
ガ
虚
飾
ヲ
意
匠
二
出
テ
、
其
ノ
弊
見

二
他
人
ヲ
強
ヒ
テ
之
二
従
事
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ル
ノ
ミ
」
と
指
摘

し
た
の
は
、
巡
幸
を
迎
え
る
地
域
の
実
態
を
的
確
に
と
ら
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
〕

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
民
権
派
新
聞
が
地
方
官
心
得
書
に
示
さ
れ
た

「
聖
旨
」
に
基
づ
い
て
巡
幸
実
態
を
批
判
し
た
の
は
、
天
皇
巡
幸

を
五
ケ
条
誓
文
と
漸
次
立
憲
政
体
設
立
の
詔
勅
の
延
長
で
と
ら

え
る
前
述
の
論
理
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
次

の
『
朝
』
（
一
八
七
八
年
九
月
二
十
八
日
）
の
杜
説
は
、
「
聖
旨
」

を
根
拠
と
し
た
民
権
派
新
聞
の
巡
幸
批
判
が
も
つ
意
義
を
考
え
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｛67）　民権派新聞の天皇巡幸観について

る
上
で
殊
に
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
謹
デ
案
ズ
ル
ニ
、
前
日
皇
上
ノ
御
発
輩
二
先
ダ
チ
、
政
府

　
ヨ
リ
地
方
官
心
得
書
ヲ
沿
道
ノ
府
道
二
頒
布
セ
ヲ
ル
㌧
ヤ
、

　
形
容
虚
飾
ヲ
戒
メ
、
鳳
奮
ノ
通
過
二
因
ツ
テ
農
商
諸
民
の
職

　
業
ヲ
妨
害
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
、
反
覆
之

　
ヲ
地
方
官
に
告
示
セ
ラ
レ
タ
リ
（
中
略
）
然
ル
ニ
吾
輩
ハ
頃

　
日
新
潟
ノ
事
情
ヲ
聞
ク
ニ
因
リ
、
反
覆
熟
思
シ
テ
愈
ヨ
其
疑

　
点
二
堪
ヘ
ザ
ル
老
有
ル
ナ
リ
。
何
ト
ナ
ラ
バ
、
或
ル
新
聞
紙

　
ノ
記
ス
ル
所
二
因
ル
ニ
、
新
潟
県
御
駐
董
中
野
菜
ノ
駿
カ
ニ

　
騰
貴
セ
ル
ヲ
以
テ
、
人
々
皆
商
佑
ノ
狡
滑
ヲ
替
メ
シ
ニ
、
後

　
之
ヲ
聞
ケ
バ
全
ク
県
庁
ヨ
リ
厳
令
ヲ
下
ダ
シ
テ
、
野
菜
物
ノ

　
市
ヲ
立
ル
ヲ
差
留
メ
ラ
レ
シ
ニ
因
レ
リ
（
中
略
）
何
等
ノ
場

　
合
二
於
テ
ス
ル
ト
雄
モ
、
人
民
ノ
職
業
二
干
渉
ス
ル
能
ハ
ズ
。

　
是
レ
即
チ
所
謂
職
業
ノ
自
由
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
天
皇
陛
下
ノ

　
尊
キ
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
故
ナ
ク
シ
テ
、
人
民
ノ
営
業
ヲ
妨
止
ス

　
可
カ
ラ
ザ
ル
ヤ
断
乎
ト
シ
テ
其
レ
明
カ
ナ
リ
ト
ス
。

　
こ
れ
は
、
地
方
官
心
得
書
が
「
庶
民
営
業
平
日
ノ
通
リ
可
相

心
得
事
」
と
注
意
さ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
潟
県
で
は
天

皇
が
泊
ま
る
三
日
問
も
市
場
の
営
業
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
に
対

す
る
批
判
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
、
「
天
皇
ノ
尊
キ
」
よ
り

も
「
人
民
ノ
職
業
」
を
優
先
さ
せ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

特
に
、
「
三
日
ノ
久
シ
キ
菓
菜
ノ
売
買
ヲ
止
メ
ザ
ル
可
カ
ラ
シ

ム
レ
ハ
、
聖
明
ナ
ル
我
ガ
天
皇
陛
下
ハ
其
ノ
人
民
ノ
職
業
ヲ
妨

ゲ
ン
ヨ
リ
、
寧
口
別
路
ヲ
通
行
ス
ベ
キ
」
と
い
っ
た
露
骨
な
批

判
の
後
に
、
「
何
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
。
夫
ノ
懇
々
ナ
ル
沿
道
地

方
官
ノ
心
得
書
ノ
蓋
シ
皇
上
ノ
聖
意
二
出
ル
ヲ
信
ズ
レ
バ
ナ

リ
」
と
結
ん
で
い
る
の
は
、
巡
幸
批
判
に
際
し
て
持
ち
出
し
た

「
聖
旨
」
の
論
理
が
、
民
権
の
要
求
を
よ
り
効
果
的
に
主
張
す
る

た
め
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

さ
ら
木
、
も
う
一
つ
、
折
し
も
厳
し
く
な
っ
て
き
た
明
治
政
府

の
言
論
弾
圧
を
避
け
る
た
め
の
伏
線
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
考
慮

に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
「
聖
旨
」
の
論
理
は
、
民
権
派
新
聞
に

と
っ
て
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
批
判
の
限
界
と
克
服
の
両
側
面
を

同
時
に
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
巡
幸
に
対
し

て
示
し
た
「
聖
旨
」
の
論
理
は
、
民
権
派
新
聞
が
克
服
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
限
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
巡
幸
批
判
に
お
い
て

有
効
な
論
旨
を
与
え
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
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る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
両
面
性
を
も
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
実

は
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
最
初
の
期
待
か
ら
完
全
に
自
由
で
は
な

か
っ
た
こ
と
に
こ
そ
留
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
特
に
、
一

八
八
○
年
の
巡
幸
に
際
し
て
、
有
司
専
制
と
の
対
立
が
激
し
く

な
る
に
つ
れ
て
、
民
権
派
新
聞
の
論
調
は
「
聖
旨
」
の
論
理
に

よ
り
接
近
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

三
　
「
聖
旨
」

へ
の
期
待
の
拡
大

　
一
八
八
○
年
の
中
央
道
巡
幸
に
対
す
る
民
権
派
新
聞
の
論
調

は
、
国
会
開
設
の
上
書
・
建
言
お
よ
び
請
願
運
動
が
全
国
的
に

拡
大
さ
れ
て
い
く
状
況
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
。
特
に
、
『
横
』

（
四
月
四
日
）
が
、
「
御
巡
幸
ヲ
要
ス
ル
時
ア
リ
、
要
セ
ザ
ル
時
ア

リ
」
と
し
て
、
人
民
が
未
開
な
段
階
で
は
、
巡
幸
を
通
じ
て
開

明
の
効
果
を
も
た
ら
す
必
要
が
あ
っ
た
が
、
す
で
に
、
「
開
化
」

の
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
は
巡
幸
の
よ
う
な

煩
い
こ
と
を
行
う
必
要
は
な
い
と
し
、
た
と
え
巡
幸
が
民
衆
の

疾
苦
を
視
察
す
る
の
だ
と
し
て
も
、
「
余
輩
決
シ
テ
実
地
ノ
疾

苦
ヲ
視
察
ア
ラ
セ
ラ
ル
㌧
二
道
ナ
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
」
と
批

判
し
た
の
は
、
国
会
開
設
の
要
求
が
高
ま
っ
て
い
る
当
時
の
世

論
を
反
映
し
て
、
巡
幸
よ
り
も
国
会
開
設
を
優
先
さ
せ
る
こ
と

を
政
府
側
に
迫
っ
た
ポ
の
と
い
え
る
。

　
他
の
民
権
派
新
聞
の
杜
説
で
も
、
こ
う
し
た
巡
幸
否
定
に
よ

る
国
会
開
設
の
要
求
を
迫
る
論
調
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
国

会
開
設
運
動
の
全
国
的
な
盛
り
上
が
り
に
呼
応
し
て
、
天
皇
巡

幸
に
い
か
に
対
応
す
べ
き
か
と
い
う
、
も
っ
と
も
実
践
的
な
間

題
に
論
調
が
集
中
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
四
月
十
七
日
、
片

岡
健
吉
・
河
野
広
中
に
よ
る
「
国
会
を
開
設
す
る
の
允
可
を
上

願
す
る
書
」
が
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
直
後
の
『
朝
』
（
四
月
二

十
二
日
）
の
杜
説
は
、
こ
う
し
た
動
き
を
反
映
し
た
も
の
と
し

て
注
目
さ
れ
る
。

　
　
本
年
御
巡
幸
二
就
キ
、
其
ノ
沿
道
人
民
ノ
最
モ
虚
飾
ヲ
用

　
ヒ
ズ
、
形
容
ヲ
造
ラ
ズ
、
民
情
ノ
真
面
目
ヲ
呈
シ
聖
旨
二
副

　
フ
所
ア
ル
ヲ
期
ス
可
キ
一
大
事
ハ
、
国
会
開
設
ノ
希
望
是
レ

　
ナ
リ
。
（
中
略
）
御
巡
幸
沿
道
ノ
人
民
ハ
、
隠
ス
所
ナ
ク
、
国

　
会
設
立
ノ
希
望
ヲ
顕
シ
、
民
情
ノ
在
ル
所
ヲ
呈
シ
、
以
テ
聖

　
旨
二
乖
戻
セ
ザ
ル
皇
室
ノ
忠
僕
タ
ル
ヲ
期
ス
可
キ
ナ
リ
。

　
（
中
略
）
今
度
ノ
御
巡
幸
ハ
則
チ
民
間
ノ
事
情
ヲ
シ
テ
中
間

　
蔽
遮
ノ
障
リ
ナ
ク
、
直
二
雲
上
二
達
ス
ル
ノ
一
大
機
会
ナ
レ
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バ
、
吾
人
ハ
能
ク
聖
旨
ノ
在
ル
所
ヲ
体
シ
テ
国
会
設
立
ノ
希

　
望
ヲ
呈
ス
ル
ニ
於
テ
決
シ
テ
揮
ル
所
無
カ
ル
可
キ
ナ
リ
。

　
つ
ま
り
、
沿
道
の
民
衆
が
「
修
飾
」
を
加
え
る
の
は
、
地
方

官
心
得
書
に
明
示
さ
れ
た
天
皇
の
「
聖
旨
」
を
誤
る
の
み
な
ら

ず
、
天
皇
の
「
聖
徳
」
に
も
背
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
巡
幸
に

際
し
て
地
方
民
情
を
自
ら
視
察
す
る
天
皇
の
「
聖
旨
」
に
対
し

て
沿
道
の
民
衆
は
「
民
情
」
、
す
な
わ
ち
国
会
開
設
の
願
望
を
積

極
的
に
訴
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
特
に

「
中
間
蔽
遮
ノ
障
リ
ナ
ク
、
直
二
雲
上
二
達
ス
ル
ノ
一
犬
機
会
」

と
あ
る
の
は
、
有
司
専
制
の
妨
げ
を
排
除
し
た
う
え
で
、
「
民

情
」
を
天
皇
に
直
接
伝
達
で
き
る
具
体
的
な
方
法
、
す
な
わ
ち

天
皇
直
訴
を
呼
ぴ
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
『
曙
』
（
六
月
四
日
）
の
杜
説
で
は
、
一
歩
す
す
ん
で
天

皇
巡
幸
よ
り
も
、
上
書
・
建
言
お
よ
び
請
願
が
受
理
さ
れ
る
こ

と
を
優
先
的
に
要
求
し
て
い
る
。

　
　
髪
二
学
校
ノ
建
築
鐘
然
ト
シ
テ
其
壮
観
ノ
見
ル
ベ
キ
モ
、

　
是
菅
二
県
官
ノ
厳
令
二
成
リ
テ
民
心
ノ
企
望
二
背
馳
セ
バ
、

　
是
ヲ
以
テ
偏
二
当
地
ノ
民
情
ハ
学
業
ヲ
勤
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ

　
ベ
カ
ラ
ズ
（
中
略
）
拘
二
民
間
ノ
真
情
ヲ
知
シ
食
シ
給
ハ
ン

　
ト
ナ
ラ
バ
、
独
リ
上
申
建
言
ノ
一
部
二
止
ラ
ズ
請
願
ノ
事
項

　
二
至
ル
マ
デ
、
荷
モ
民
情
ノ
麓
結
ス
ル
所
ヲ
開
散
セ
シ
ム
ベ

　
キ
方
法
ヲ
尽
ス
ニ
於
テ
ハ
、
尽
ク
之
ヲ
採
用
ア
ラ
セ
ラ
レ
テ

　
其
是
非
得
失
ヲ
親
断
ア
ラ
セ
給
フ
ニ
至
ラ
バ
、
是
実
二
万
世

　
不
遇
ノ
盛
挙
ト
云
フ
ベ
キ
ナ
リ
。

　
つ
ま
り
、
巡
幸
に
際
し
て
学
校
の
状
況
、
警
察
の
整
備
、
道

路
．
橋
梁
の
修
築
な
ど
を
視
察
す
る
こ
と
に
対
し
て
そ
の
形
式

的
な
側
面
を
批
判
し
、
も
し
民
情
を
問
う
な
ら
ぱ
、
ま
ず
国
会

開
設
の
上
書
・
建
言
お
よ
び
請
願
を
受
理
す
べ
き
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
批
判
の
論
点
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
相

違
点
を
見
せ
て
い
る
も
の
の
、
『
朝
』
が
「
御
巡
幸
沿
道
ノ
人
民

ハ
隠
ス
所
ナ
ク
包
ム
所
ナ
ク
国
会
開
設
ノ
希
望
ヲ
顕
シ
」
と
い

い
、
『
曙
』
が
「
尽
ク
之
ヲ
採
用
ア
ラ
セ
ラ
レ
テ
其
是
非
得
失
ヲ

親
断
ア
ラ
セ
給
フ
ニ
至
ラ
バ
」
と
い
っ
た
の
は
、
論
理
的
に
天

皇
の
「
聖
旨
」
に
よ
り
接
近
し
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

と
し
て
、
天
皇
直
訴
の
実
践
的
な
行
動
を
広
く
呼
び
か
け
る
役

割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
長
野
県
の
『
松
本
、

（
H
）

新
聞
』
が
、
「
吾
県
下
ノ
人
民
タ
ル
老
ハ
亦
恭
シ
ク
鳳
董
ヲ
奉
迎
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シ
審
サ
ニ
民
間
ノ
事
情
ヲ
上
陳
シ
、
聖
旨
二
反
カ
サ
ラ
ン
事
ヲ

希
望
ス
L
と
し
て
「
鳳
董
ノ
此
ノ
松
本
二
着
ス
ル
ノ
日
ヲ
待
テ
、

各
自
ノ
国
会
開
設
ヲ
希
望
ス
ル
ノ
精
神
ヲ
シ
テ
聖
旨
二
透
感
セ

シ
メ
、
君
民
共
治
ノ
策
ヲ
為
ス
ハ
今
日
ノ
最
急
務
ナ
リ
」
と
主

張
し
た
の
も
、
か
か
る
呼
ぴ
か
け
に
呼
応
し
た
も
の
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
巡
幸
に
際
し
て
国

会
開
設
の
天
皇
直
訴
に
関
す
る
記
事
は
、
当
時
の
新
聞
記
事
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

か
に
頻
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
民
権
側
の
動
向
に
対
し
て
、
明
治
政
府
は
一
歩
の

譲
歩
も
す
る
気
味
は
な
く
、
む
し
ろ
巡
幸
に
際
し
て
の
天
皇
直

訴
な
ど
、
民
権
側
か
ら
の
過
激
な
行
動
を
憂
慮
し
て
、
取
締
ま

り
方
及
び
沿
道
の
警
備
を
ま
す
ま
す
強
化
し
て
い
っ
た
が
、
こ

れ
に
対
す
る
民
権
派
新
聞
の
論
調
は
、
い
っ
そ
う
論
理
的
に
天

皇
の
「
聖
旨
」
に
近
付
き
、
そ
こ
で
有
司
官
僚
と
天
皇
と
の
区

分
は
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
く
。
巡
幸
行
列
が
東
京
を
出
発
し

た
翌
日
の
『
曙
」
（
六
月
十
六
日
）
の
杜
説
は
、
国
会
開
設
の
要

求
が
一
歩
後
退
し
た
よ
う
に
み
え
る
も
の
の
、
実
は
天
皇
の

「
聖
旨
」
に
そ
の
期
待
が
よ
り
拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
表
す
も
の

と
い
え
る
。

　
　
御
巡
幸
中
上
申
上
言
ヒ
請
願
卜
言
ヒ
何
事
ニ
テ
モ
荷
モ
人

　
民
ノ
聖
聴
二
達
シ
奉
ラ
ン
ト
ス
ル
老
ハ
、
之
ヲ
執
奏
セ
シ
ム

、
ル
ノ
路
ヲ
開
カ
セ
ラ
レ
ナ
バ
、
更
二
民
情
及
び
実
況
ヲ
知
尽

　
ク
シ
食
ル
・
ノ
捷
運
タ
ル
ベ
シ
ト
信
ジ
、
曾
テ
其
ノ
説
ヲ
紙

　
上
二
試
ミ
シ
コ
ト
ア
リ
ト
離
モ
、
右
ハ
到
底
実
際
二
行
ハ
レ

　
ザ
ル
カ
如
シ
。
乍
去
御
巡
幸
沿
道
中
其
竜
眼
二
触
レ
サ
セ
給

　
フ
所
ハ
・
自
ラ
叡
旨
二
感
セ
ラ
ル
㌧
者
ア
リ
テ
、
章
駕
御
東

　
還
ノ
後
ハ
遂
二
当
今
ノ
民
情
及
ビ
実
況
ヲ
適
フ
ノ
聖
勅
ヲ
下

　
サ
セ
給
フ
ニ
至
ル
ベ
キ
カ
、
将
タ
然
ラ
サ
ル
ベ
キ
カ
、
是
亦

　
賎
シ
キ
匹
夫
ノ
推
量
リ
奉
ル
ベ
キ
所
二
非
ズ
ト
離
モ
、
姑
ク

　
其
望
ヲ
表
シ
テ
他
目
ノ
如
何
ヲ
望
ム
ト
云
フ
。

　
つ
ま
り
、
上
申
・
請
願
な
ど
を
通
じ
て
民
意
を
天
皇
に
伝
達

す
る
こ
と
が
実
現
で
き
な
い
に
し
て
も
、
巡
幸
を
通
じ
て
天
皇

自
ら
が
国
会
開
設
を
要
求
す
る
民
意
を
よ
く
視
察
し
、
還
幸
し

て
か
ら
は
か
か
る
民
意
を
反
映
し
た
「
聖
勅
」
を
直
接
下
す
よ

う
に
希
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
巡
幸
へ
の
期

待
だ
け
で
な
く
、
還
幸
後
の
「
聖
旨
」
に
ま
で
期
待
が
拡
大
さ

れ
て
い
る
の
は
、
特
に
一
八
八
一
年
の
東
北
・
北
海
道
巡
幸
に

際
し
て
、
折
し
も
発
覚
し
た
北
海
道
開
拓
使
官
有
物
払
下
げ
事
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件
と
あ
い
ま
っ
て
よ
り
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
一
八
八
一
年
の
東
北
・
北
海
道
巡
幸
に
先
立
っ
て
、
『
朝
』

（
七
月
三
日
）
が
「
我
輩
ハ
此
御
巡
幸
二
於
テ
一
良
結
果
ヲ
北
海

道
十
州
ノ
成
ス
ニ
生
ジ
延
イ
テ
其
ノ
利
益
ヲ
日
本
全
国
二
蒙
ラ

シ
メ
ン
ト
望
ス
ル
」
と
言
い
、
ま
た
『
横
』
（
七
月
十
九
日
）
が

「
開
拓
使
の
存
廃
此
モ
御
巡
幸
二
依
テ
決
セ
ラ
レ
」
云
々
と
し

て
、
今
度
の
巡
幸
を
通
じ
て
開
拓
使
の
間
題
を
解
決
し
、
日
本

全
国
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
に
期
待
を
か
け
た
の
は
、
北
海

道
開
拓
使
の
処
分
に
対
す
る
当
時
の
世
論
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
期
待
も
（
巡
幸
直
前
に
暴
露
さ
れ
た
北

海
道
開
拓
使
官
有
物
払
下
げ
事
件
を
契
機
と
し
て
、
民
権
派
新

聞
の
論
調
は
一
挙
に
厳
し
い
有
司
批
判
へ
と
集
中
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
東
北
・
北
海
道
巡
幸
は
一
八
八
一
年
の
七
月
三
十
日

に
は
じ
ま
り
、
開
拓
使
長
官
の
黒
田
清
隆
が
千
住
駅
で
開
拓
使

処
分
の
勅
許
を
得
て
正
式
の
決
定
を
み
た
の
は
八
月
一
日
で
あ

っ
た
が
、
す
で
に
『
横
』
で
は
七
月
二
十
六
日
か
ら
三
日
間
に

か
け
て
「
関
西
貿
易
ノ
近
状
」
と
い
う
題
の
杜
説
を
連
載
し
て

こ
の
事
実
を
暴
露
し
、
そ
の
後
か
ら
の
各
新
聞
の
杜
説
が
、
関

西
商
会
及
ぴ
、
開
拓
使
経
営
の
批
判
、
有
司
官
僚
へ
の
責
任
追

及
、
国
会
開
設
・
立
憲
政
体
の
要
求
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
た

の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
さ
て
、
巡
幸
出
発
か
ら
ニ
ケ
月
以
上
を
へ
て
天
皇
の
還
幸
が

近
付
く
に
つ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
北
海
道
開
拓
使
官
有
物
払
下
げ

事
件
に
対
す
る
民
権
派
新
聞
の
厳
し
い
論
調
は
、
一
転
し
て
も

っ
ぱ
ら
還
幸
以
後
の
天
皇
の
「
聖
勅
」
に
期
待
を
集
中
さ
せ
る

よ
う
に
な
る
。
十
月
十
日
の
『
郵
』
が
、
「
御
巡
幸
ノ
前
一
日
」

と
い
う
題
で
、
「
抑
モ
我
天
子
至
仁
至
明
天
下
公
論
ノ
方
向
ヲ

視
察
シ
玉
7
二
敏
ナ
レ
ハ
、
夙
ク
立
憲
定
立
ノ
勅
諭
ア
リ
シ
ヲ

以
テ
知
ル
可
シ
。
（
中
略
）
惟
ル
ニ
還
御
ノ
日
ヨ
リ
十
日
ヲ
経
ル

ノ
間
ハ
、
目
本
ノ
政
治
上
二
於
テ
必
ス
一
新
路
ヲ
開
ク
ヘ
キ
基

ヲ
立
ツ
ル
ノ
日
ナ
ル
可
ケ
レ
ハ
、
余
輩
ハ
自
今
注
意
ヲ
怠
ラ
ズ

シ
テ
如
何
ナ
ル
事
ノ
杜
会
二
生
ス
可
キ
ヲ
知
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ト

欲
ス
ル
ナ
リ
」
と
い
っ
た
の
は
、
還
幸
後
の
政
治
上
の
行
方
に

対
し
て
関
心
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
が
、
『
朝
』
（
十
月
十
二
日
）
の
杜
説
で
は
、

　
　
謹
デ
按
ズ
ル
ニ
皇
上
ハ
成
ヲ
大
臣
二
責
メ
、
垂
挟
シ
テ
天

　
下
ヲ
治
マ
ル
ノ
盛
徳
ヲ
学
バ
セ
賜
フ
ト
難
ト
モ
、
賞
罰
瓢
陵
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ノ
大
権
ハ
実
二
我
ガ
皇
上
ノ
自
ラ
総
携
シ
給
フ
所
ニ
シ
テ
、

神
祖
以
来
ノ
皇
統
ヲ
億
万
斯
年
二
伝
へ
、
国
家
ヲ
永
世
二
保

　
持
ス
ル
ノ
大
計
ヲ
立
テ
サ
セ
ラ
ル
・
ハ
、
則
チ
皇
上
ノ
親
断

　
二
出
ヅ
、
豊
二
二
三
有
司
の
左
右
ス
ル
ヲ
許
シ
賜
フ
ノ
理
ア

　
ラ
ン
ヤ
。
（
中
略
）
今
回
還
京
ノ
後
チ
ニ
於
テ
発
シ
給
フ
第

　
一
ノ
勅
命
ハ
、
独
リ
目
前
二
横
ハ
ル
開
拓
使
官
物
ノ
葛
藤
ヲ

　
断
決
セ
ラ
ル
・
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
国
会
ヲ
開
設
ス
ル
ノ
種
言

　
ナ
ル
可
キ
ハ
天
下
一
般
ノ
普
ク
信
ジ
テ
疑
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
。

と
し
て
、
還
幸
後
の
政
局
へ
の
関
心
が
「
聖
勅
」
に
集
中
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の

段
階
で
は
す
で
に
従
前
の
よ
う
な
巡
幸
批
判
の
論
調
は
み
ら
れ

な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
天
皇
と
有
司
専
制
と
を
よ
り
明
確
に

区
別
し
た
う
え
で
天
皇
の
「
親
断
」
に
期
待
を
拡
大
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
民
権
の
実
現
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
国
会
開
設
の
要
求
が
高
ま
る
な
か
で
実
施
さ
れ
た
一

八
八
○
年
の
中
央
道
巡
幸
以
後
、
民
権
派
新
聞
の
論
調
は
、
有

司
官
僚
へ
の
厳
し
い
批
判
と
と
も
に
、
国
会
開
設
と
北
海
道
官

有
物
払
下
げ
事
件
の
問
題
を
、
還
幸
以
後
の
「
聖
勅
」
に
よ
っ

て
解
決
す
る
よ
う
期
待
を
か
け
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、

有
司
官
僚
に
対
す
る
批
判
が
激
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
民
権

派
新
聞
の
論
調
は
天
皇
の
「
聖
旨
」
に
対
す
る
期
待
を
よ
り
深

め
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ

れ
は
民
権
派
新
聞
が
天
皇
巡
幸
に
対
し
て
最
初
に
か
け
た
期
待

が
も
た
ら
し
た
必
然
的
な
帰
結
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
民

権
派
新
聞
は
、
「
聖
旨
」
の
論
理
の
正
面
か
ら
の
克
服
で
は
な

く
、
む
し
ろ
有
司
専
制
に
対
す
る
よ
り
強
固
な
批
判
の
根
拠
と

す
る
方
向
へ
と
論
調
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
の
よ
う
に
、
民
権
派
新
聞
の
杜
説
を
通
じ
て
み
た
限
り

民
権
側
で
は
天
皇
巡
幸
を
単
な
る
批
判
の
言
を
も
っ
て
迎
え
た

と
は
言
え
な
い
。
勿
論
、
一
部
の
杜
説
に
お
い
て
は
、
天
皇
巡

幸
に
対
す
る
明
確
な
批
判
意
識
を
み
せ
て
い
た
。
天
皇
の
慈
恵

心
に
よ
る
治
民
の
効
果
を
否
定
し
た
『
朝
』
（
一
八
七
八
年
五
月

十
日
）
と
、
国
会
開
設
の
要
求
が
全
国
的
に
広
が
っ
て
い
く
な

か
で
天
皇
巡
幸
の
無
用
を
主
張
し
た
『
横
』
（
一
八
八
○
年
四
月

四
日
）
の
杜
説
、
そ
し
て
地
方
官
心
得
書
の
形
式
的
な
側
面
を

批
判
し
た
『
曙
』
（
一
八
七
八
年
八
月
九
日
）
の
杜
説
な
ど
が
そ
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の
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
正
面
か
ら
の
批
判

も
、
全
体
の
杜
説
を
代
弁
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
の
杜
説
は
、
「
聖
旨
」
と
「
開
化
」
の
論
理
に
基
づ
い

て
、
巡
幸
が
民
権
の
実
現
に
も
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
巡
幸
の
弊
害
に
対
す
る
批
判
の
論
点
を
持

ち
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
最
初
か
ら
巡
幸
に

対
し
て
批
判
の
論
点
を
も
っ
て
迎
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
八
八
○
年
の
中
央
道
巡
幸
、
翌
年
の
北
海
道
巡
幸
に
際
し
て

の
天
皇
の
「
親
断
」
に
対
す
る
期
待
の
拡
大
も
、
有
司
専
制
に

対
す
る
明
確
な
批
判
を
媒
介
と
し
た
も
の
の
、
こ
う
し
た
天
皇

巡
幸
に
対
す
る
期
待
の
範
晴
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
民
権
派
新
聞
が
民
権
の
主
張
を
よ
り

効
果
的
に
展
開
す
る
た
め
に
「
聖
旨
」
と
「
開
化
」
の
論
理
を

持
ち
出
し
た
場
合
に
も
、
究
極
的
に
は
天
皇
の
権
威
を
背
負
っ

て
上
か
ら
の
文
明
化
を
推
進
す
る
支
配
層
の
論
理
を
克
服
す
る

こ
と
が
因
難
で
あ
っ
た
限
界
性
を
指
摘
せ
ず
に
は
い
か
な
い
。

民
権
側
の
主
張
の
論
理
的
な
根
拠
が
天
皇
の
「
聖
旨
」
に
基
づ

い
て
い
る
隈
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
天
皇
の
伝
統
的
な
権
威
を
背

負
っ
て
い
る
有
司
専
制
に
も
っ
と
天
皇
を
中
心
と
す
る
権
力
の

集
中
を
も
た
ら
す
結
果
に
な
り
、
さ
ら
に
、
天
皇
巡
幸
幸
「
開

化
」
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
捉
ら
え
、
あ
る
い
は
す

で
に
「
開
化
」
の
効
果
を
認
め
、
巡
幸
無
用
論
を
主
張
す
る
よ

う
な
楽
観
的
な
文
明
開
化
の
認
識
だ
け
で
は
、
文
明
化
の
諸
価

値
を
超
越
的
に
占
有
す
る
天
皇
像
の
も
と
で
上
か
ら
の
開
明
政

策
を
走
る
明
治
政
府
と
先
鏡
に
対
抗
で
き
る
ほ
ど
の
論
理
を
見

出
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
勿
論
、
未
だ
近
代
天
皇
制
が
制
度
的
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い

段
階
に
お
い
て
、
民
権
派
新
聞
の
天
皇
に
対
す
る
批
判
如
何
を

も
っ
て
自
由
民
権
運
動
の
評
価
を
は
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
民
権
側
で
の
批
判
的
な
論
調
を

も
っ
て
、
そ
の
対
抗
関
係
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
、
天
皇
巡
幸

に
対
す
る
民
権
側
の
対
応
の
あ
り
方
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（
1
）
　
色
川
大
吉
『
近
代
国
家
の
出
発
』
中
央
公
論
杜
、

　
六
年
、
三
〇
頁
。

一
九
六
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（
2
）
　
遼
山
茂
樹
「
天
皇
制
と
天
皇
」
（
遠
山
茂
樹
編
『
近
代
天
皇

制
の
成
立
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
二
四
～
三
四
頁
）
。

（
3
）
　
遠
山
茂
樹
「
自
由
民
権
思
想
と
共
和
制
」
（
遠
山
茂
樹
編

『
自
由
民
権
と
現
代
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
）
。

（
4
）
　
遺
山
茂
樹
氏
は
、
最
近
薯
し
た
『
明
治
維
新
と
天
皇
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
補
足
を

付
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
民
権
派
新
聞
の
天
皇
に
対
す
る
文
体

　
が
、
政
府
側
の
国
体
論
と
近
似
し
て
お
り
、
官
僚
専
制
を
批
判

　
し
な
が
ら
も
、
天
皇
の
存
在
そ
の
も
の
の
役
割
を
含
む
国
体
論

　
の
内
容
に
ま
で
立
入
っ
て
批
判
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し

　
て
、
儒
学
的
影
響
に
よ
る
制
約
を
あ
げ
、
そ
れ
が
民
権
派
の
天

皇
の
特
質
に
対
す
る
過
少
評
価
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と

　
い
う
見
解
を
示
し
た
（
一
九
八
～
二
〇
〇
頁
）
。
し
か
し
、
こ
こ

　
に
お
い
て
も
「
杜
説
の
結
論
は
巡
行
の
批
判
」
に
あ
る
と
い
う

　
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
批
判
の
内
容
に
対
す
る
分
析
は
行

　
な
っ
て
い
な
い
。

（
5
）
　
こ
こ
で
検
討
の
対
象
と
す
る
民
権
派
新
聞
と
は
、
『
朝
野

新
聞
』
、
『
東
京
曙
新
聞
』
、
『
郵
便
報
知
新
聞
』
、
『
横
浜
毎
日
新

聞
』
（
一
八
八
○
年
十
二
月
『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
と
改
称
）

　
の
四
つ
で
あ
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
『
朝
』
、
『
曙
』
、
『
郵
』
、

『
横
』
、
と
略
す
）
。
こ
れ
ら
は
、
「
大
新
聞
」
と
い
わ
れ
る
当
時

　
の
代
表
的
な
民
権
派
新
聞
と
し
て
、
地
域
の
豪
農
、
地
主
ら
の

有
力
な
読
老
層
か
ら
の
販
売
収
入
が
そ
の
経
営
基
盤
を
支
え
て

　
い
た
と
い
う
（
山
本
武
利
『
近
代
日
本
の
新
聞
読
老
層
』
法
政
犬

　
学
出
版
、
一
九
八
一
年
参
照
）
。

（
6
）
　
さ
ら
に
、
『
朝
』
（
一
八
七
六
年
五
月
三
十
日
）
の
杜
説
で

　
は
、
「
今
般
ノ
御
巡
幸
ハ
独
リ
奥
州
二
限
リ
テ
両
羽
二
及
バ
ザ

　
ル
歎
ノ
疑
団
ヲ
生
起
シ
来
リ
、
為
メ
ニ
撫
然
タ
ル
コ
ト
久
シ
」

　
と
し
て
山
形
・
秋
田
県
へ
行
幸
し
な
い
こ
と
に
遺
憾
の
意
を
表

　
し
、
六
月
十
三
日
の
杜
説
で
は
、
地
方
官
会
議
を
開
催
し
な
い

　
た
め
に
東
北
巡
幸
を
行
う
と
い
う
説
に
対
し
て
、
こ
れ
を
「
全

　
ク
無
根
ノ
妄
説
タ
ル
」
と
言
い
切
っ
て
お
り
、
『
曙
』
（
六
月
三

　
日
）
で
も
「
必
ズ
別
二
深
キ
理
由
ア
ル
ベ
ク
」
と
し
て
『
朝
』
と

　
同
様
の
論
調
を
み
せ
て
い
る
。
ま
た
、
『
郵
』
（
七
月
六
日
）
で

　
も
、
こ
の
説
を
「
妄
断
ヲ
下
ス
モ
ノ
」
と
し
た
う
え
で
、
「
我
杜

会
ノ
勢
運
ガ
之
ヲ
促
サ
・
ル
ガ
如
キ
停
滞
静
止
ノ
悲
景
二
駐
ル

　
ヲ
憾
ム
ル
而
已
」
と
し
て
、
地
方
官
会
議
の
開
催
如
何
は
世
論

　
が
そ
れ
を
要
求
し
な
い
が
た
め
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て

　
お
り
、
天
皇
巡
幸
そ
の
も
の
へ
の
批
判
は
見
ら
れ
な
い
。

（
7
）
　
民
権
派
新
聞
で
は
、
こ
の
巡
幸
を
通
じ
て
民
衆
が
天
皇
を

生
き
神
と
し
て
迎
え
る
旧
習
か
ら
目
覚
め
る
こ
と
を
期
待
し
た

　
が
、
実
際
に
お
い
て
天
皇
を
生
き
神
と
し
て
迎
え
る
民
衆
の
民

　
俗
的
な
反
応
は
、
沿
道
各
地
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ

　
る
。
勿
論
、
民
衆
の
こ
う
し
た
民
俗
的
な
反
応
は
、
支
配
層
の

　
ね
ら
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
天
皇
像
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て

　
の
「
天
皇
信
仰
」
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
一
方
で
は
、
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か
か
る
信
仰
形
態
が
、
国
家
の
天
皇
神
聖
化
政
策
に
よ
っ
て
、

　
民
衆
の
な
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
天
皇
崇
拝
が
形
成
さ

　
れ
て
い
く
う
え
で
、
一
つ
の
媒
介
に
な
っ
た
こ
と
は
無
視
で
き

　
な
い
だ
ろ
う
。
民
俗
的
な
「
天
皇
信
仰
」
に
つ
い
て
は
、
宮
田

　
登
『
生
き
神
信
仰
』
塙
書
房
、
一
九
六
〇
年
参
照
。

（
8
）
　
但
し
、
民
権
側
が
天
皇
の
神
聖
を
否
定
し
た
と
し
て
、
そ

　
れ
が
直
ち
に
天
皇
の
存
在
を
批
判
し
た
り
、
否
定
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
天
皇
の
神

　
種
・
神
聖
を
め
ぐ
る
民
権
派
新
聞
、
と
り
わ
け
『
朝
』
・
『
横
』

　
と
『
東
京
日
々
新
聞
』
と
の
論
争
参
照
（
遠
山
茂
樹
編
『
日
本

近
代
思
想
大
系
2
・
天
皇
と
華
族
』
岩
波
警
店
、
一
九
八
八
年
、

　
一
六
一
～
一
九
二
頁
）
。

（
9
）
（
1
0
）
　
前
掲
『
天
皇
と
華
族
』
六
六
～
七
〇
頁
。

（
u
）
　
こ
の
よ
う
に
、
地
方
官
心
得
書
の
「
聖
旨
」
に
基
づ
い
て

巡
幸
沿
道
の
地
方
官
が
外
見
上
の
虚
飾
を
施
す
こ
と
を
戒
め
て

　
い
る
の
は
、
天
皇
巡
幸
に
対
す
る
民
権
派
新
聞
の
論
調
の
な
か

　
に
も
っ
と
も
一
般
的
に
み
え
る
傾
向
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
『
朝
』

　
一
く
七
八
年
七
月
十
二
日
、
九
月
五
日
、
九
月
十
四
日
、
『
曙
』

　
同
年
十
月
八
日
、
十
月
二
十
二
日
、
『
横
』
一
八
八
一
年
七
月
三

　
日
の
杜
説
参
照
。

（
1
2
）
　
こ
う
し
た
地
域
の
中
間
層
に
対
す
る
批
判
は
、
地
方
新
聞

　
に
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ぱ
、
『
両
羽
新
聞
』
一

　
八
八
一
年
七
月
二
一
日
（
『
山
県
県
史
』
近
現
代
史
1
、
一
二
二

　
四
～
一
＝
三
ハ
頁
）
と
『
栃
木
新
聞
』
一
八
八
一
年
八
月
一
五

　
日
（
『
栃
木
県
史
』
史
料
編
一
、
八
三
七
～
八
三
八
頁
）
の
杜
説

　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
の
有
志
等
が
天
皇
巡
幸
を
き
っ
か
け
と
し

　
て
自
ら
の
地
域
的
な
基
盤
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
着
破

　
し
、
そ
の
実
体
を
非
難
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
聖
旨
」

　
に
基
づ
く
批
判
で
あ
っ
た
点
で
は
、
民
権
派
新
聞
の
論
調
と
同

様
で
あ
っ
た
。

（
1
3
）
　
『
長
野
県
史
』
近
代
資
料
編
、
第
三
巻
一
、
二
〇
頁
。

（
1
4
）
　
前
掲
『
天
皇
と
華
族
』
八
三
頁
及
ぴ
四
八
五
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
手
）
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